
第2次総合計画　前期基本計画　総括シート

H30 R1 H30 R1
Ｂ Ｂ Ｂ

①

⇒ ⇒
H30 R1
● ●

②

⇒ ⇒
H30 R1
● ●

③

⇒ ⇒
H30 R1
● ●

④

⇒ ⇒
H30 R1
● ●

⑤
⇒ ⇒
H30 R1

【取組評価】●：十分に達成できた　▲：概ね達成できた　×：達成できなかった　 【方向性】◎：さらに取組を充実させる　 ○：引き続き取り組む　 △：縮小して取り組む　 ×：取組不要

通番 成果

【年度目標達成状況】★★★：達成、★★：達成率80％以上、★：達成率60％以上、☆：達成率60％未満、－：測定不能 ※記載内容については、裏面（事務事業）の内容と十分に整合をとること。

事務事業の見直し（スクラップ・アンド・ビルド/リセット）状況

職員からの不利益処分についての審査請求や勤務条件に関する措置の要求などに対し、公平
委員会において公平・中立な審査を行うことにより、市民のニーズに十分に応えようとする意欲を
もち、能力を最大限に発揮できる職場環境を確保します。また、事務の効率化や専門性・中立性
を確保するため、公平委員会の共同設置について近隣市町と協議し、検討を進めます。

固定資産評価の客観的合理性の確保

納税者に対する制度周知に努めるとともに、固定資産評価に対する審査申出に対し、固定資産
評価審査委員会において公正・中立に審査します。

公平審査制度の確立

●

●

出前授業の実施計画どおりに実施することができ、授業を受けた
児童生徒に感想文の提出を求めた。その結果、若年層の選挙に対
する意識を向上させることができた。

・実施計画に沿って、適正に財務監査等ができた。
・住民監査請求に対し、適正な監査ができた。

審査申出に対し、公正・中立な審査・決定ができた。

制度や審査に関する知識を深め、体制を強化することができた。

回 ↑ 累計 － 8

－％ ー 単年度

23 29

17

18 33 37

事務事業名 廃止、休止、縮小、統合等の内容

① 市議会議員選挙投票率 単年度
57.3 － －

－51.5 － －

－ －89.9%
－

56.8
2014
(H26)

％ ↑
－

57.8 －

－★★ － ※「取組による成果（効果）・成果なしの理由」欄は、「成果」欄が「○」「△」の場合は財政
負担の軽減・平準化、市民サービス・行政効率の向上などの観点における取組成果（効
果）を、「×」の場合は成果なしの理由を記載する。
※記載内容については、裏面（行革関連事業）の内容と十分に整合をとること。

① 市長選挙投票率

－

－
％ ↑ 単年度 －

48.2
2010
(H22) －★★41.4 － －

－

－ －

市長選挙・市議会議員選
挙投票率（18歳・19歳） ★

－ 41.0

48.7 － － － 49.2

－

85.0%

31.6 － － －

40.0 － －

－ － －

－ －

－ －

①
選挙に関する出前授業実
施回数

94.4% 95.7%

①

93.1%

22 27 ★★

78.9% －

★★ ★★

上段：達成率　　　下段：年度目標達成状況
通番 事務事業名 成果 取組による成果（効果）・成果なしの理由

2022
(R4)

まちづくり指標 年度目標達成状況 行財政改革関連事業の取組状況

協働の
取組番号

指標名 単位 方向性
累計・
単年度

実績値
2011
(H23)

基準値
2016
（H28）

財政
効果額
（千円）2018

(H30)
2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

上段：目標値　　　下段：実績値

協働の取組（市の取組）　　計画内容
明るい選挙の推進

選挙についての適切な情報提供や啓発を行うとともに、出前授業などの実施により、若い世代が
選挙権を持たない段階から選挙に関心をもち、選挙を身近なものに感じられるよう意識醸成を図
ります。あわせて、期日前投票所の拡充などの投票環境の向上について検討します。

監査業務の充実強化

監査委員による監査機能を十分に活用し、財務監査や行政監査などを通して、適正な事務執行
を確保するとともに、監査委員が必要な措置を講ずべきことを勧告する制度の創設など、国の動
向を踏まえ、監査業務の充実強化に取り組みます。

政 策 Ⅹ 公平・中立なまちづくりに取り組むまち 計画書
施 策 1 公正で適正な行政の確保 178
主要施策 (57) 透明で公正な行政の推進 ページ

取組評価

●

●

成果

将来あるべき姿

所管する各委員会において、事務を適正かつ効率的に執行することで、透明で公正な行政が確保されています。
一次
（内部）

－

方向性

○

○

○

○

委員会事務局 課部

後期基本計画（課題、廃止・統合等）

引き続き、若年層の選挙に対する意識向上のため、選挙に係る情報提供、啓発事
業を実施していく。

引き続き公正で合理的・効率的な行政運営を確保するため、監査委員による監査機
能を活用していく。

固定資産評価の客観的合理性を担保し納税者の権利を保護するため、制度の適正
な運用を継続する。

市職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障し、行政サービスの向上につな
がるよう、公平・公正な審査のための体制を維持する。

二次
（外部）

【Ａ】十分に達成できた

【Ｂ】概ね達成できた

【Ｃ】達成できなかった

総合評価

Ａ Ａ



■主要施策を構成する主な事務事業（新規・廃止等事業を含む。）

400

386

96.5%

○

454

435

95.8%

○

360

321

89.2%

○

－

264

169

64.0%

○

116

36

31.0%

○

182

54

29.7%

○

－ －

3,224

3,187

98.9%

○

3,620

3,602

99.5%

○

3,876

3,763

97.1%

－ － －

○

－ －

県知事選挙事務の執行

－

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事務の執行

99.9%

○

－

6,118

3,123

51.0%

○

323

320

99.1%

○

11,295

11,286

99.9%

【進捗】○：計画どおり　×：遅延　－：未実施
【評価】Ａ：十分に効果があった　Ｂ：概ね効果があった
Ｃ：効果はなかった　－：評価対象外
【方向性】◎：拡充　○：継続　△：変更して実施（縮小・
統合・見直し）　×：廃止・休止　－：完了・完了予定

予算（計画）　事業費　合計

決算　事業費　合計

執行率

上段：予算（計画）、中上段：決算【千円】、中下段：執行率、下段：実施有無

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

4,551

4,307

94.6%

○

4,617

4,582

99.2%

○

4,477

4,301

－

監査委員による監査、検査及び審査事務

例月出納検査、決算審査、定期事務監査、住民監査請求（2件）、随時監査（工事監査１件）について適正な監査・審査等が
できた。

固定資産評価審査申出に対する固定資産評価審査委員会事務

4件の審査申出に対し、公正・中立な審査・決定ができた。

職員からの不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する措置の要求等に対する公平委員会事務

10 ④ 公平委員会事業
研修の参加や事例研究などにより専門知識を習得して体制強化に努め、職員からの苦情相談に適切に対応することができ
た。

9 ③
固定資産評価審査委員
会事業

4 ① 市長選挙事業

0 0 73,153

0.0% 0.0% 36.5%

45,191

41,784

92.5%

23,094

22,930

99.3%

8,895

8,439

94.9%

44,214 78,812 200,206

0

0

17,132 17,132

－ 0

○

－ － ○

1,142

0.0%

367 1,948

0.0% 58.6%
○ A ○

○

367

○

259

0.0%

○

176 176 914

0.0% 28.3%
○ A ○

○

○

10,552

0.0%

○

18,008

58.6%
○ A ○

3,644 3,644

0.0%

○

0

0.0%

18,136 18,136

－ 0.0%
－ － ○

○

29,528 48,867

0.0% 39.5%

8 ② 監査委員事業

7 ①
衆議院議員総選挙及び
最高裁判所裁判官国民
審査事業

6 ① 県知事選挙事業

市議会議員選挙事務の執行
19,326

－
5 ① 市議会議員選挙事業

告示日において18名の立候補届出があり適正に選挙事務を執行できた。
○

○ A ○
－

19,339

19,326

市長選挙事務の執行

告示日において2名の立候補届出があり適正に選挙事務を執行できた。

○

3 ① 県議会議員選挙事業

県議会議員選挙事務の執行

2019年4月7日執行に備えて事前準備を行い、加東市は無投票となったが確定後の報告、事務処理を適正に完了できた。

0.0%

○

273 18,044

0.0%

－

○

4,601 11,042

0.0% 31.2%

3,443

－
○ A ○

11,286

29,612

38.1%
○ A ○

2 ①
参議院議員通常選挙事
業

17,966 31,930

0.0% 43.7%－

13,955

－

○

参議院議員通常選挙事務の執行

2019年7月4日公示の第25回通常選挙（7月21日投開票）に係る一連の選挙事務を適正に執行できた。

13,964

13,955

99.9%

○

－
○ A ○

1 ① 選挙管理委員会事業
0.0% 0.0% 58.3%

4,486 4,486 22,617

○ ○

公職選挙法等に基づく選挙に関する事務(各種選挙の管理執行、選挙人名簿の調製、若年層啓発事業)

市内の小中高校で出前授業を実施及び児童生徒から啓発ポスターを募集（応募H30：147点、R1：86点、R2:22点）し、若年層
の選挙に対する意識を向上させた。

96.1%

○

13,190

進捗 評価 方向性

○ B ○

通
番

協働
の
取組
番号

事務事業名
重点

実
施
年
限

行革
備　　考2021

（R3）
2022
（R4）

合計

上段：事務事業内容〔2018(H30)～2022(R4)〕
下段：2018(H30)～2020(R2)年度の取組内容・成果・課題



第2次総合計画　前期基本計画　総括シート

H30 R1 H30 R1
Ｃ Ｂ Ｂ

①

⇒ ⇒

H30 R1
● ●

②

⇒ ⇒
H30 R1
● ●

③

⇒ ⇒
H30 R1

④

⇒ ⇒
H30 R1

⑤
⇒ ⇒
H30 R1

【取組評価】●：十分に達成できた　▲：概ね達成できた　×：達成できなかった　 【方向性】◎：さらに取組を充実させる　 ○：引き続き取り組む　 △：縮小して取り組む　 ×：取組不要

通番 成果

【年度目標達成状況】★★★：達成、★★：達成率80％以上、★：達成率60％以上、☆：達成率60％未満、－：測定不能 ※記載内容については、裏面（事務事業）の内容と十分に整合をとること。

行財政改革関連事業の取組状況

★★★

2022
(R4)

協働の
取組番号

将来あるべき姿

農地などの利用の最適化により、市内の農地が、有効かつ適正に利用されています。

基準値
2016
（H28）

耕作放棄地の面積①

二次
（外部）

【Ａ】十分に達成できた

【Ｂ】概ね達成できた

【Ｃ】達成できなかった

総合評価

協働の取組（市の取組）　　計画内容

まちづくり指標 年度目標達成状況

指標名 単位 方向性
累計・
単年度

実績値
2011
(H23)

(58) 農地等の利用の最適化の推進 ページ

取組評価

●

●

成果

農地パトロール等を通して、耕作放棄地の改善及び農地利用の最
適化を推進できた。

農地パトロール等を通して、農地転用許可に則る適正な転用及び
無断転用の発生を防止できた。

農地の適正管理の推進

農業委員と農地利用最適化推進委員による全市一斉農地パトロールや日々の活動により、農地
の適正管理について指導するとともに、農政部局や関係機関などとの連携により、認定農業者
等への農地利用の集約化のための適正な利用権設定などを推進することで、耕作放棄地を抑
制します。

農地の無断転用の防止

農地法に基づく手続を広く周知するとともに、農業委員と農地利用最適化推進委員による担当地
区内を中心とした農地パトロールなどにより、無断転用事案を早期に発見し防止します。

一次
（内部）

政 策 Ⅹ 公平・中立なまちづくりに取り組むまち 計画書
部施 策 1 公正で適正な行政の確保 委員会事務局 課 －180

主要施策

財政
効果額
（千円）2018

(H30)
2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

上段：目標値　　　下段：実績値 上段：達成率　　　下段：年度目標達成状況
通番 事務事業名 成果 取組による成果（効果）・成果なしの理由

990 990 112.2%

1,559 1,023 882
a → 単年度 1,096 990

990 990 63.5% 96.8%990

★ ★★

※「取組による成果（効果）・成果なしの理由」欄は、「成果」欄が「○」「△」の場合は財政
負担の軽減・平準化、市民サービス・行政効率の向上などの観点における取組成果（効
果）を、「×」の場合は成果なしの理由を記載する。
※記載内容については、裏面（行革関連事業）の内容と十分に整合をとること。

事務事業の見直し（スクラップ・アンド・ビルド/リセット）状況

事務事業名 廃止、休止、縮小、統合等の内容

Ａ Ａ
方向性 後期基本計画（課題、廃止・統合等）

○

○

引き続き委員の農地パトロールや農家相談活動による遊休農地解消に取組むととも
に、新規就農者や集落営農組織の掘り起こしに協力して担い手を確保し、農地利用
の最適化を推進する。

引き続き委員による農地パトロールにより違反転用防止と適正指導を実施するとと
もに、農地法を始めとする農地制度の普及啓発を行う。



■主要施策を構成する主な事務事業（新規・廃止等事業を含む。）

14,374

13,663

95.1%

13,562

13,275

97.9%

11,607

11,221

96.7%

－ － －

－ －

－ －

100.6%

○

－ －

－

予算（計画）　事業費　合計

決算　事業費　合計

執行率

進捗

○

○
0

0.0%

○

33

0

0.0%

○

327

306

93.6%

○

【進捗】○：計画どおり　×：遅延　－：未実施
【評価】Ａ：十分に効果があった　Ｂ：概ね効果があった
Ｃ：効果はなかった　－：評価対象外
【方向性】◎：拡充　○：継続　△：変更して実施（縮小・
統合・見直し）　×：廃止・休止　－：完了・完了予定

上段：予算（計画）、中上段：決算【千円】、中下段：執行率、下段：実施有無

2018
（H30）

－ ○

2019
（R1）

2020
（R2）

12,393

11,739

94.7%

○

11,562

11,327

98.0%

○

9,906

9,563

96.5%

○

33

○ A ○

－

1,608

1,617

－

1,618

99.8%

○

1,632

1,632

100.0%

○

○

0

0.0%

上段：事務事業内容〔2018(H30)～2022(R4)〕
下段：2018(H30)～2020(R2)年度の取組内容・成果・課題

農業委員と農地利用最適化推進委員の農地パトロール等による農地の適正管理の推進

委員による新規発見107筆（H30：63筆、R1：26筆、R2:18筆）を含む463筆（H30：248筆、R1：113筆、R2:102筆）の耕作放棄地
の調査・指導により、農地の状況に応じた利用を推進できた。

農業委員会事務事業（農
地の適正管理）

農地調整事務処理事業

①

①

1

2

通
番

協働
の
取組
番号

事務事業名
重点

実
施
年
限

行革
2021
（R3）

2022
（R4）

○

農地等の利用関係の係争に係る和解の仲介

農地法第25条の規定に基づく農地等の利用関係の紛争についての和解仲介の申立はなかった。
○

33

合計

32,629

9,962 9,962 53,785

○ ○

0.0% 0.0% 60.7%

663

0.0%

60 60 842

0.0% 78.7%

○ ○

○ A ○

○ ○

4 ②
農業委員会事務事業（農
地の無断転用防止）

3 ① 農業者年金業務事業

農業者年金の加入促進及び受給に関する事務

独立行政法人農業者年金基金から委託された農業者年金関係事務（受給者現況届受付H30：148件、R1：131件、R2:119件）
を適正に行った。

335

316

94.3%

60

41

68.3%

○

1,621

6

5

0.0%

－

0

－ －

8

0

－

0

－ －
7

0

－

0

－ －－

10

0

－

0

－ －
9

－

－

委員による転用許可後の進捗確認や無断転用疑い地、納税猶予農地の調査・指導（H30：79件、R1：19件、R2:108件）によ
り、農地法を遵守することができた。

農業委員と農地利用最適化推進委員の農地パトロール等による農地の無断転用の防止

0

0.0% 0.0% 0.0%

○ ○

33 33 165

4,867

0.0%

1,600 1,600 8,061

0.0% 60.4%

備　　考方向性

A ○

評価

0.0% 0.0% 60.7%

0 0 38,159

11,655 11,655 62,853

0

－

0

－ －


